
令和８年１月２５日（日）は 

松浦市長・松浦市議会議員一般選挙 

の投票日です！  
告示日：１月１８日（日） 

 

任期満了に伴い、令和８年１月２５日（日）に松浦市長・松浦市議会議員一般選挙が執行され

る予定となっております。 

 投票できる方の要件は次のとおりです。もれなく投票しましょう。 

★住所要件・・・令和７年１０月１７日以前から引き続き松浦市に住所を有する方 

★年齢要件・・・平成２０年１月２６日以前に生まれた方 

 

 なお、鉛筆の共用にご不安がある場合は鉛筆をご持参することができます。 

 ※インクのにじみ等を防ぐため、芯が黒色の鉛筆（シャーペン）を推奨します。 

 

当 日 投 票：令和８年１月２５日（日）  

● 投 票 所  市内に２４か所の投票所を設置します。 

        ※入場券記載の投票所のみ投票できます。 

● 投票時間  午前７時から午後６時まで 

        ※第２４投票所（鷹島町黒島地区）は、午前８時から午後５時まで 

期日前投票 

 ● 投  票  投票日当日に予定（仕事、旅行、入院等）があり、投票所に行くことができ 

できる人   ないと見込まれる方 

 ● 投 票 所    下記のとおり、市内に４か所の期日前投票所を設置します。 

投  票  所 
期     間 

対  象  者 
投 票 時 間 

松 浦 市 役 所 １ 階 ロ ビ ー 1 月 1９日（月）～ 

    1 月 2４日（土） 

市 内 全 域 の 有 権 者 

松 浦 市 福 島 保 健 セ ン タ ー 

午前 8 時 30 分～ 

   午後 8 時 00 分 松浦市役所鷹島支所１階会議室 

ハ イ マ ー ト 松 浦 店 
1 月２４日（土） 

午前 10 時 00 分～午後 6 時 30 分 

 
 



  
 
 
 

郵送する投票所入場券（ハガキ）の裏面に『宣誓書』を印刷しています。この『宣誓書』をあら

かじめご記入の上、期日前投票の際にご持参していただきますと、投票手続きが早く済みます。 

          

                                  （記載例：市長・市議選） 

                     

 １ この入場券は大切に保管し、投票日には本人が 
 投票所へ持参してください。 

２ この入場券をなくされても投票できますので、 
 投票所へお出かけください。 

３ この入場券が届いても選挙当日選挙権のない方 
 は投票できません。 

４ 投票日に仕事、旅行等の事情で投票に行けない 
 方は次のとおり期日前投票ができます。 

  

場所 期間 時間 対象者 

松  浦 

市 役 所 

1/19～ 

1/24 
8:30～20:00 

市内全域 

の  方 

福島保健 

センター 

鷹島支所 

ハイマート 

松 浦 店 
1/24 10:00～18:30 

※ 期日前投票の際は、右の宣誓書を記入の上持 

参していただきますと手続きが早く済みます。 

 

＜選挙公報について＞  

選挙の情報については、市のホーム  

ページにも掲載しておりますので、  

ご活用ください。        

 

期日前投票宣誓書（兼請求書） 

 私は、選挙当日、下記のいずれかの事由に該当する 

見込みなので期日前投票をしたく、以下の記載が真実 

であることを誓い、投票用紙を請求します。 

○仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭その他の用務に従事  

○用事、事故のため、投票所区域外に外出・旅行・滞在  

○疾病、負傷、出産、老衰、身体障害等のため歩行困難  

○交通至難の島等に居住・滞在  

○住所移転のため、本市以外に居住  

○天災又は悪天候により投票所に行くことが困難  

令和８年１月１９日 

氏  名  松浦 一郎  

生年月日  明・大・昭・平  ５０年１２月３１日  

   

現 住 所  

   

   

※表面の住所と同じ場合は記入不要です。  

 

 問合わせ  

松浦市選挙管理委員会事務局       ☎0956-72-1111  

    福島支所 ☎0955-47-3111 鷹島支所 ☎0955-48-3111  

 

投票所入場券（ハガキ） ※今回の選挙から投票所入場券はハガキ形式になりました。 

・投票の際には、ご自身の入場券をお持ち下さい。（期日前投票にも必要です。）なお、入場券を

お持ちでなくても投票は出来ますので、受付にお申し出ください。 

 

不在者投票 

・投票日に長期の出張などにより、市外に滞在し松浦市内の投票所で投票ができない方、病院ま

たは施設に入院・入居している方は、不在者投票をすることができます。 詳しくは、松浦市選挙

管理委員会にお尋ねください。 

 

期日前投票の手続きがスムーズにできます！！ 

投票所入場券の裏面の見本 

〇問い合わせ先 

 松浦市選挙管理委員会事務局（市役所内）☎0956-72-1111（内線 325） 


